
 

1 
 

科学技術・学術審議会 情報委員会における下部組織の設置について 

 

令和 7 年 10 月 6 日  

科学技術・学術審議会 

情 報 委 員 会 

 

 

情報委員会運営規則第２条の規定に基づき、科学技術・学術審議会 情報委員

会に以下の下部組織を設置する。 

 

名称 調査審議事項 

AI for Science を支える研

究データの管理・利活用と

流通の在り方ワーキンググ

ループ 

AI for Science を支える研究データの管理・利活用と

流通の在り方に係る事項について 

 

 

以上 

 

 

資料１-１ 
AI for Science を支える研究
データの管理・利活用と流通

の在り方ワーキンググループ
(第 1 回) 

令和 7年 12月 24 日 


